
 

 

令和８年度 特別区国民健康保険料率算定の仕組み 

 

１ 保険料算定の仕組み 

（１）国民健康保険料は、世帯ごとに算出されます。 

（２）基礎分（医療分）、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分はそれぞれについて算定します。 

（３）所得に応じて算定される所得割部分と世帯員数に応じて算定される均等割があります。 

 所得割率：（賦課総額×賦課割合）/被保険者旧ただし書所得 

 均等割額：（賦課総額×賦課割合）/被保険者数 

 

２ 納付金制度  

国保制度改革により、各区は被保険者から保険料を徴収し、国民健康保険事業の財政運営の責任主体となる東京都に対して、事業運 

営に必要となる納付金を納付することとされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－６ 



 

 

３ 賦課総額算定方法 

（１）基礎分（医療分） 

  

                 

               －               ＋             ＝ 

 

 

 

（２）後期高齢者支援金分 

 

               －                ＝ 

 

 

 

（３）介護納付金分 

 

               －                ＝ 

  

 

 

（４）子ども・子育て支援納付金分 

 

 

               －                ＝ 

 

納付金（保険給付費） 

 

 

2,005 億円 

特別調整交付金 

都繰入金 

保険者支援制度等 

188 億 

特定検診費 

出産育児諸費 

葬祭諸費等 

67 億 

賦課総額 

 

 

1884 億 

納付金 

 

746 億円 

国による公費等 

 

46 億 

賦課総額 

 

700 億 

納付金 

                    

274 億円 

国による公費等 

 

15 億 

賦課総額 

 

259 億 

 

納付金 

 

70 億円 

賦課総額 

 

70 億 

 

国による公費等 

 

0 億 


